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文
教
厚
生
常
任
委
員
会
（
12
月
15
日
）

質
問
小
城
市
敬
老
祝
金
で
１
０
１
歳
以
上
は
支
給
し
な

い
と
し
た
改
正
条
例
を
提
案
し
た
背
景
は
。

答
弁
行
政
改
革
の
事
業
評
価
を
行
う
中
で
、
課
内
で
協

議
し
、
市
長
も
交
え
て
給
付
金
に
つ
い
て
は
節
目
支
給
で

１
０
０
歳
ま
で
と
し
た
。
ま
た
、
昨
年
ま
で
９
月
１
日
現

在
で
誕
生
日
を
迎
え
た
方
を
対
象
と
し
て
い
た
が
、
同
学

年
で
支
給
時
期
が
異
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
、
支
給
基

準
日
を
３
月
３１
日
と
し
た
。

質
問
県
内
で
も
先
走
っ
て
こ
の
よ
う
な
改
正
を
行
う
の

か
。
対
象
者
が
楽
し
み
に
し
て
い
る
も
の
を
一
気
に
切
り

捨
て
せ
ず
、
多
久
市
の
よ
う
に
１
０
０
歳
は
３
万
円
、
１

０
１
歳
以
上
は
１
万
円
で
高
齢
者
が
喜
べ
る
方
策
は
取
れ

な
か
っ
た
の
か
。

答
弁
80
歳
、
88
歳
、
１
０
０
歳
の
そ
れ
ぞ
れ
の
節
目
で

ご
家
族
の
方
も
改
め
て
敬
老
の
お
祝
い
を
し
て
い
た
だ
く

機
会
に
な
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

※
委
員
会
審
議
の
中

で
、
小
城
市
敬
老
祝
金

支
給
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い

て
、
２
人
の
委
員
か
ら

反
対
討
論
、
２
人
の
委

員
か
ら
「
高
齢
者
の
生

き
が
い
づ
く
り
な
ど
の

事
業
に
活
か
す
べ
き
」

と
の
条
件
で
の
賛
成
討

論
が
あ
り
、
４
対
２
で

原
案
可
決
と
な
っ
た
。

産
業
建
設
常
任
委
員
会
（
12
月
1４
日
）

質
問
「
小
城
市
空
家
等
の
適
切
な
管
理
及
び
活
用
の
促

進
に
関
す
る
条
例
」
に
つ
い
て
、
第
９
条
で
必
要
最
小
限

の
措
置
、
緊
急
安
全
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
あ

る
が
、
所
有
者
が
い
な
い
と
き
は
、
緊
急
安
全
措
置
に
掛

か
っ
た
費
用
は
市
で
負
担
す
る
の
か
。

答
弁
条
例
上
で
は
請
求
権
は
あ
る
が
、
所
有
者
が
不
明

の
場
合
も
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
は
緊
急
性
を
重
要
視

し
対
応
す
る
の
で
場
合
に
よ
っ
て
は
請
求
で
き
な
い
ケ
ー

ス
も
出
て
く
る
と
思
っ
て
い
る
。

質
問
特
定
空
家
に
つ
い
て
、
調
査
と
か
施
策
の
内
容
に

つ
い
て
は
、
い
つ
ま
で
に
決
定
し
て
実
行
に
移
す
計
画
な

の
か
。

答
弁
実
態
調
査
に
つ
い
て
は
、
平
成
28
年
度
か
ら
着
手

し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。
市
の
職
員
だ
け
で
は
充
分
に
迅

速
に
で
き
な
い
部
分
も
あ
る
の
で
専
門
の
業
者
の
支
援
を

受
け
な
が
ら

実
施
し
て
い

き
た
い
。
所

有
者
特
定
と

意
向
調
査
ま

で
含
め
て
、

平
成
28
年
度

中
に
終
え
た

い
と
考
え
て

い
る
。

委 員 会 報 告 　１２月９日の本会議において、各常任委員会に付託された議
案審査は、慎重な審査の結果、全議案について可決した。

総
務
常
任
委
員
会
（
12
月
11
日
）

質
問
小
城
市
男
女
共
同
参
画
審
議
会
条
例
に
つ
い
て
委

員
１５
名
の
男
女
比
と
関
係
団
体
の
推
薦
と
は
。

答
弁
男
女
均
等
に
考
え
て
い
る
。
ま
た
関
係
団
体
と
は

区
長
会
・
地
域
婦
人
会
・
人
権
擁
護
委
員
・
小
中
学
校
保

護
者
・
商
工
団
体
・
農
業
団
体
・
男
女
共
同
参
画
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
・
子
育
て
支
援
の
方
々
を
考
え
て
い
る
。

質
問
小
城
市
廃
棄
物
の
減
量
推
進
、
適
正
処
理
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
空
地
、
空

家
が
ど
の
よ
う
な
状
態
を
管
理
不
良
と
見
る
の
か
。

答
弁
雑
草
が
茂
っ
て
い
る
宅
地
で
ご
み
の
不
法
投
棄
や

害
虫
の
発
生
源
に
な
っ
て
い
た
り
、
犯
罪
、
火
災
等
の
危

険
性
が
危
惧
さ
れ
る
場
合
を
想
定
し
て
い
る
。
ま
た
実
態

を
調
査
し
て
土
地
の
管
理
者
に
改
善
す
る
よ
う
連
絡
す
る
。

質
問

▲放置されている空地、空家

▲敬老祝金を支給する市長

▲対応が急がれる空家

常
任
委
員
会
報
告


